
  6-8 自己点検等報告をする 

278 

 

6-8 自己点検等報告をする 

【画面の遷移】 

 
・食品表示基準の別表第 27 に基づき、届出事業者は 1 年に 1 回、自己点検等報告が必要です。 

・報告期限内に自己点検等報告を行わなかった場合は、届出の編集（変更届、販売状況等更新、撤回届、

報告）を行うことができなくなります。 

・ホーム画面の上部メニューの「機能性表示食品届出管理」をクリックすると「機能性表示食品届出管理」画面

が表示されます。 

・「機能性表示食品届出管理」画面で、「機能性表示_届出管理名」のリンクをクリックすると「機能性表示_届

出管理詳細」画面が表示されます。 

・「機能性表示_届出管理詳細」画面では該当届出の自己点検等報告の履歴を確認することができます。 

・「機能性表示_届出管理詳細」画面の「自己点検等報告」ボタンをクリックすると「機能性表示食品 自己点

検等報告画面」画面が表示されます。 

・「機能性表示食品 自己点検等報告画面」画面で自己点検等報告の情報を入力し、自己点検等報告に

必要なファイルのアップロードを行います。 

 

  

ホーム 

機能性表示食品 
届出 

機能性表示食品 

届出食品情報詳細  
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[機能性表示食品届出] 

機能性表示_届出
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自己点検等報告 

[自己点検等報告] 

[届出管理 

(自己点検等報告履歴)] 

[機能性表示食品届出管理] 

機能性表示食品
届出管理 

[機能性表示_届出管理名] 

[自己点検等報告] 
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(1) 自己点検等報告を行う 

自己点検等報告を行う 

 

① メニューの「機能性表示食品届出管理」をクリックし、「機能性表示食品届出管理」画面において、自己点検

等報告を行う届出の「機能性表示_届出管理名」リンクをクリックします。 

 
 

新規届出のステータスが「公開済み」になった届出情報から自己点検等報告ができます。 

「公開済み」以外の変更届がある場合、自己点検等報告を送信時に変更届に自己点検報告

日、自己点検報告期限が反映されます。 

 

② 「機能性表示食品届出管理」画面において、自己点検等報告を行う届出の「機能性表示_届出管理

名」リンクをクリックすると、「機能性表示_届出管理詳細」画面が表示されます。 

「機能性表示_届出管理詳細」画面 
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③ 「機能性表示_届出管理詳細」画面において、「自己点検等報告」ボタンをクリックします。 

「機能性表示_届出管理詳細」画面 

 
 

表示している最新の届出が以下の場合、「自己点検等報告」ボタンを表示します。 

・新規届出のステータスが「公開済み」の場合 

・変更届の場合 

・販売状況等更新の場合 

※撤回届の場合、「自己点検等報告」ボタンは表示しません。 

 

 

「自己点検等報告」ボタンをクリックした際、以下の届出が既に存在する場合、新たに自己点検

等報告を作成することができない旨のエラーメッセージが表示されます。 

・すでに作成中の自己点検等報告が存在する場合 
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④ 「機能性表示食品 自己点検等報告」画面が表示されます。 

「機能性表示食品 自己点検等報告」画面 
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⑤ 「機能性表示食品 自己点検等報告」画面で、鉛筆マーク をクリックし編集モードにします。 

 

「機能性表示食品 自己点検等報告」画面 

 

 
 

  

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 
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画面項目の説明(＊は入力必須項目) 

No. 項目名 説明 

[1] 「届出番号」 届出番号が表示されます。 

[2] 「商品名」 商品名が表示されます。 

[3] 「機能性関与成分名」 機能性関与成分名が表示されます。 

[4] 「届出者名」 届出者名が表示されます。 

[5] 「1 食品表示基準別表第 27 の１の項

「安全性及び機能性の根拠に関する事項」

の遵守状況について点検を行っている」チェッ

クボックス(＊) 

食品表示基準別表第 27 の１の項「安全性

及び機能性の根拠に関する事項」の遵守状況

について点検を行っている場合に、チェックをしま

す。 

[6] 「2 食品表示基準別表第 27 の２の項

「生産・製造及び品質の管理に関する事

項」の遵守状況について点検を行っている」

チェックボックス(＊) 

食品表示基準別表第 27 の２の項「生産・

製造及び品質の管理に関する事項」の遵守状

況について点検を行っている場合に、チェックをオ

ンにします。 

[7] 「3 食品表示基準別表第 27 の３の項

「健康被害の情報の収集及び提供に関す

る事項」の遵守状況について点検を行って

いる」チェックボックス(＊) 

食品表示基準別表第 27 の３の項「健康被

害の情報の収集及び提供に関する事項」の遵

守状況について点検を行っている場合に、チェッ

クをオンにします。 

[8] 「4 食品表示基準別表第 26 に掲げる

事項について点検を行っている」チェックボック

ス(＊) 

食品表示基準別表第 26 に掲げる事項につ

いて点検を行っている場合に、チェックをオンにし

ます。 

[9] 別紙様式（Ⅶ）遵守の状況等の自己点

検及び評価に関するチェックリスト（公開）

(＊) 

別紙様式（Ⅶ）遵守の状況等の自己点検

及び評価に関するチェックリスト（公開）を添

付します。 

[10] 「試験成績書(非公開)」添付ファイル 試験成績書(非公開)を添付します。 

[11] 「キャンセル」ボタン 自己点検等報告を登録しない場合、このボタ

ンをクリックして、編集モードを終了し、入力内

容をキャンセルします。 

入力した情報は保存されません。 

編集モードを終了すると「保存」ボタンが非表示

になります。 

[12] 「保存」ボタン システムに入力内容を保存し、編集モードを終

了します。 

[13] 「送信」ボタン 消費者庁へ自己点検等報告を送信します。 
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⑥ 「機能性表示食品 自己点検等報告」画面の「自己点検等報告」エリアの各項目を点検の状況に応じ

てチェックします。 

チェックした後、「保存」ボタンをクリックして保存します。 

「機能性表示食品 自己点検等報告」画面 

 

 

⑦ 画面下段の「自己点検等報告ファイル登録」で自己点検等報告に添付するファイルをアップロードできま

す。「ファイルをアップロード」ボタンをクリックし、「開く」画面で、アップロードするファイルを指定し、「開く」ボ

タンをクリックします。 

「機能性表示食品 自己点検等報告」画面 

 
 

 

「ファイルをアップロード」ボタンをクリックするかわりに「またはファイルをドロップ」の箇所にファイルをドラ

ッグ&ドロップすることでも、アップロードするファイルを指定できます。 

 

 

⑧ 点検項目のチェックオンと必要なファイルのアップロードができたら、「送信」ボタンをクリックします。 

 

「機能性表示食品 自己点検等報告」画面 
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⑨ 「送信」ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されるので、「OK」ボタンをクリックします。送信が完了

すると自己点検等報告が送信され、「機能性表示食品自己点検等報告」画面に戻ります。 

 

「機能性表示食品 自己点検等報告」画面 

 
 

・自己点検等報告の完了メールは送付されません。 

・提出状況はデータベースで確認できます。 

※確認方法は「過去の自己点検等報告を確認する(P.287)」を参照してください。 

 

■「機能性表示食品届出」画面から自己点検等報告 

自己点検等報告を提出する方法として「機能性表示食品届出」画面からも操作ができます。 

 

① メニューの「機能性表示食品届出」をクリックし、「機能性表示食品届出」画面において、リストビューから

「届出/自己点検報告」を選択します。 

「機能性表示食品届出」画面 
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② 自己点検等報告をする届出情報の「機能性表示食品届出」リンクをクリックします。 

「機能性表示食品届出」画面 

 
 

 

「最新情報」にチェックがあり、ステータスが「公開済み」の届出情報から自己点検等報告ができま

す。 

「公開済み」以外の変更届がある場合、変更届の元となった届出（ステータスが「公開済み」で

あること）から自己点検等報告を行うことができます。自己点検等報告を送信時に変更届に自

己点検報告日、自己点検報告期限が反映されます。 

 

 

③ 「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅰ」画面において、「自己点検等報告」ボタンをクリックし

ます。 

「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様式Ⅰ」画面 

 
 

 

「自己点検等報告」ボタンをクリックした際、以下の届出が既に存在する場合、新たに自己点検

等報告を作成することができない旨のエラーメッセージが表示されます。 

・すでに作成中の自己点検等報告が存在する場合 

 

 

④ 「機能性表示食品 自己点検等報告」画面が表示されます。以降の手順は「機能性表示食品一覧」

画面から操作している手順④～を参照してください。 
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過去の自己点検等報告を確認する 

 

① メニューの「機能性表示食品届出管理」をクリックし、「機能性表示食品届出管理」画面において、過去

の自己点検等報告を確認したい届出情報の「機能性表示_届出管理名」リンクをクリックします。 

 

「機能性表示食品届出管理」画面 

 
 

② 「機能性表示_届出管理名」リンクをクリックすると、「機能性表示_届出管理詳細」画面が表示されます。 

画面下段の「自己点検等報告」エリアには、以下の内容が表示されます。 

・該当の届出にて報告済みの過去の自己点検等報告の一覧 

・自己点検等報告を編集途中に「保存」ボタンをクリックした自己点検等報告の一覧 

一覧にて「自己点検等報告名」リンクをクリックすると、「機能性表示食品 自己点検等報告」画面が表

示されます。 

「機能性表示_届出管理詳細」画面 
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③ 表示された「機能性表示食品 自己点検等報告」画面では、編集途中の自己点検等報告の編集がで

きます。報告済みの過去の自己点検等報告の場合は、編集できません。自己点検等報告は自己点検

等報告の手順については「自己点検等報告を行う」の手順④以降を参照してください。 

 

「機能性表示食品 自己点検等報告」画面 
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(2) 自己点検等報告更新期限 

届出事業者は 1 年に 1 回、自己点検等報告が必要です。 

自己点検報告期限が 1 か月以内の届出、またはすでに期限切れの届出がある場合、機能性表示食品制度

届出データベースにログイン後、自己点検等報告期限アラートのメッセージが表示されます。 

適切なタイミングで自己点検等報告を行ってください。 

 

自己点検等報告の更新期限は以下のとおりです。 

1 回目の報告： 

当該機能性表示食品に関する届出に係る届出番号が付与された日から起算して 1 年を経過する日。(令

和 7 年 4 月 1 日に現に販売されている食品の「届出番号が付与された日」は、「令和 7 年 4 月 1 日」と

読み替えてください。) 

2 回目以降の報告： 

前回の報告をした月の末日の翌日から起算して１年を経過する日。 

 

期限内に自己点検等報告を行わなかった場合、「機能性表示食品 届出食品情報詳細 様

式Ⅰ」画面での一切の操作（変更届、販売状況等更新、撤回届、自己点検等報告)を行う

ことができなくなります。 

 

自己点検等報告の期限が切れた届出は、消費者向けの届出一覧画面で薄い灰色表示になり

ます。 

 

 

自己点検等報告期限を確認する 

自己点検等報告期限は「機能性表示食品一覧」画面、「機能性表示_届出管理詳細」画面から確認できま

す。 

 

① メニューの「機能性表示食品届出管理」をクリックし、「機能性表示食品届出管理」画面で自己点検等報告

期限を確認します。 

「機能性表示食品届出管理」画面 
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② 「機能性表示食品届出管理」画面の「機能性表示_届出管理名」リンクをクリックし、「機能性表示_届出管

理詳細」画面を表示します。 

「機能性表示食品届出管理」画面 

 
 

③ 「機能性表示_届出管理詳細」画面で自己点検等報告期限を確認します。 

「機能性表示_届出管理詳細」画面 
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自己点検等報告期限アラート 

自己点検報告期限が 1 か月以内の届出、またはすでに期限切れの届出がある場合、画面右上の    マー

クをクリックすることで、アラートメッセージが表示されます。未読の通知がある場合は、    のように、未読件数

が表示されます。 

また、アラートメッセージをクリックすることで、該当の届出の様式Ⅰ画面に遷移します。 

 

 
 

自己点検報告期限が 1 か月以内の届出がある場合 

 
 

すでに期限切れの届出がある場合 
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自己点検等報告期限喚起 

自己点検等報告の更新期限の３か月前に、報告がなされていない場合に、届出担当者の連絡先メールアドレ

ス(最大 3 名)宛に通知メールを送信します。 

３か月前通知メール(件名) 

 
３か月前通知メール(本文) 

 

【機能性表示食品制度】自己点検等報告について 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

※本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

○○○○○殿 

 

以下の機能性表示食品につきまして、自己点検等報告期限が 90 日前となりましたので、お知らせいたします。 

つきましては、お持ちのＩＤにて、「機能性表示食品制度届出データベース」にログインし、「自己点検等報告」から必ず

報告作業をしてください。 

報告方法の詳細は「機能性表示食品制度届出データベース 届出マニュアル（食品関連事業者向け）」を御確認くだ

さい。 

 

届出番号：xxxxxxxxxx 

商品名：○○○○ 

 

報告期限: 

○○○○年○○月○○日 

 

ログイン画面の URL： 

https://www.fld.caa.go.jp/kinousei/s/login/ 

 

万が一、○○○○年○○月○○日までに自己点検等報告が行われなかった場合は、機能性表示食品の要件を欠くこ

ととなり、当該食品へ機能性表示をして販売することができなくなります。現状のまま当該機能性表示食品を継続して販

売される場合は、食品表示法に違反する可能性があります。 

また、自己点検等報告の期日を超過した場合、当該機能性表示食品に関して、「機能性表示食品制度届出データベ

ース」上の操作を制限しますので、ご承知おきください。 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

 

なお、メールにつきましては、件数が多い場合は順次配信されるため、配信までに数日を要する場合がございます。あらか

じめご了承くださいますようお願いいたします。 

 

【問い合わせ】 

消費者庁 食品表示課 機能性表示食品制度担当 

 

食品表示についてのお問い合わせ受付フォーム 

https://contact.caa.go.jp/food_labeling/form-001.html 
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自己点検等報告期限通知 

自己点検等報告の更新期限の１か月前に、報告がなされていない場合に、届出担当者の連絡先メールアドレ

ス(最大 3 名)宛に通知メールを送信します。 

１か月前通知メール(件名) 

 
１か月前通知メール(本文) 

 

【機能性表示食品制度】自己点検等報告について（再送） 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

※本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

○○○○○殿 

 

以下の機能性表示食品につきまして、自己点検等報告期限が 30 日前となりましたので、お知らせいたします。 

つきましては、お持ちのＩＤにて、「機能性表示食品制度届出データベース」にログインし、「自己点検等報告」から必ず

報告作業をしてください。 

報告方法の詳細は「機能性表示食品制度届出データベース 届出マニュアル（食品関連事業者向け）」を御確認くだ

さい。 

 

届出番号：xxxxxxxxxx 

商品名：○○○○ 

 

報告期限: 

○○○○年○○月○○日 

 

ログイン画面の URL： 

https://www.fld.caa.go.jp/kinousei/s/login/ 

 

万が一、○○○○年○○月○○日までに自己点検等報告が行われなかった場合は、機能性表示食品の要件を欠くこ

ととなり、当該食品へ機能性表示をして販売することができなくなります。現状のまま当該機能性表示食品を継続して販

売される場合は、食品表示法に違反する可能性があります。 

また、自己点検等報告の期日を超過した場合、当該機能性表示食品に関して、「機能性表示食品制度届出データベ

ース」上の操作を制限しますので、ご承知おきください。 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

 

なお、メールにつきましては、件数が多い場合は順次配信されるため、配信までに数日を要する場合がございます。あらか

じめご了承くださいますようお願いいたします。 

 

【問い合わせ】 

消費者庁 食品表示課 機能性表示食品制度担当 

 

食品表示についてのお問い合わせ受付フォーム 

https://contact.caa.go.jp/food_labeling/form-001.html 
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自己点検等報告期限超過 

更新期限が過ぎても報告がされていない場合に、届出担当者の連絡先メールアドレス(最大 3 名)宛に通知メ

ールを送信します。 

期限超過通知メール(件名) 

 
期限超過通知メール(本文) 

 
 

  

【機能性表示食品制度】自己点検等報告の期限超過について 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

※本メールは、送信専用アドレスから送信していますので、本メールアドレスへ返信しないようお願いいたします。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

○○○○○殿 

 

以下の機能性表示食品は、自己点検等報告の期日を超過しました。以前からお知らせしているとおり、機能性表示食

品としての要件を欠くこととなり、当該食品へ機能性表示をして販売することができなくなりました。  

現状のまま当該機能性表示食品を継続して販売される場合は、食品表示法に違反する可能性があります。 

速やかに以下の【問い合わせ】先までご連絡ください。  

なお、「機能性表示食品制度届出データベース」上の操作を制限しておりますので、ご承知おきください。 

 

届出番号：xxxxxxxxxx 

商品名：○○○○ 

 

ログイン画面の URL： 

https://www.fld.caa.go.jp/kinousei/s/login/ 

 

【注意事項】 

本メールは、機能性表示食品制度における届出者に消費者庁が送信しているものです。 

お心当たりがない場合は、メールを破棄してください。 

 

なお、メールにつきましては、件数が多い場合は順次配信されるため、配信までに数日を要する場合がございます。あらか

じめご了承くださいますようお願いいたします。 

 

【問い合わせ】 

消費者庁 食品表示課 機能性表示食品制度担当 

電話番号：03-3507-9121 

 

食品表示についてのお問い合わせ受付フォーム 

https://contact.caa.go.jp/food_labeling/form-001.html 




